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変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

第１条から第４条 略 

 

（遊漁期間） 

第５条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行わなければならない。 

魚 種 期   間 

あゆ ６月１日から１２月３１日までの期間内で組合が定め

て公示する期間 

あまご ２月１日から９月３０日までの期間内で組合が定めて

公示する期間 いわな 

うなぎ ４月１日から９月３０日まで 

こい 
１月１日から１２月３１日まで 

おいかわ 

うぐい ６月１日から翌年３月３１日まで 

あじめ 

どじょう 
１月１日から１２月３１日まで 

かじか 

よしのぼり 

にじます １月１日から１２月３１日までの期間内で組合が定め

て公示する期間（ただし、特定釣漁場は除く） 

２ 略 

 

第６条から第１３条 略 

 

第１条から第４条 略 

 

（遊漁期間） 

第５条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行わなければならない。 

魚 種 期   間 

あゆ ６月１日から１２月３１日までの期間内で組合が定め

て公示する期間 

あまご ２月１日から９月３０日までの期間内で組合が定めて

公示する期間 いわな 

うなぎ ４月１日から９月３０日まで 

こい 
１月１日から１２月３１日まで 

おいかわ 

うぐい ６月１日から翌年３月３１日まで 

あじめ 

どじょう 
１月１日から１２月３１日まで 

かじか 

よしのぼり 

にじます １月１日から１２月３１日までの期間内で組合が定め

て公示する期間（ただし、特定釣漁場は除く） 

２ 略 

 

第６条から第１３条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条で

特定釣漁場

の遊漁期間

を別で定め

ているため 

認可の日か

ら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


